
�公表第３０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１７年１１月２９日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一
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監 査 公 表

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

情 報 政 策 課 平成１６年１０月１３日

（監査の結果）

愛媛県電子申請システム開発業務委託の契約手続（予定価格の算

定根拠、入札時の委任状の確認）に留意を要するものが認められた

。なお、本件業務委託契約の落札額は、予定価格の１０分の１以下と

極めて安価な額であるものの、開発業者１者との随意契約としかな

り得ない当該システムの管理運営経費の後年度負担を考慮すれば、

開発経費に係る価格競争のみの入札は経済性に疑義が残る。今後、

情報システム等同種のシステムを新規開発する場合には、ライフサ

イクルコストベースでの価格評価を前提とした総合評価方式等の新

たな入札制度の導入を検討されたい。

（措置の内容）

平成１７年度に実施する愛媛県ホームページ開発等委託業務におい

てプロポーザル方式を導入し、開発時等における初期コストのみで

評価するのではなく、後年度コストも含めた総合評価を実施して委

託業者を選定した。

また、県及び市町により構成される愛媛県電子自治体推進協議会

において、えひめ電子自治体基盤構築業務（県市町共同の電子申請

システムの構築）の委託を行う際に、総合評価一般競争入札方式に

より委託業者を選定した。

今後とも、委託業務の内容に応じた適切な契約に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

教 育 総 務 課 平成１６年１１月１０日

人 権 教 育 課 平成１６年１０月２０日

（監査の結果）

１ 奨学資金特別会計における奨学資金貸付金償還金については、

適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理についてもなお一

層の努力が望まれる。 （教育総務課）

２ 地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金については、

適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理についても一層の

努力が望まれる。 （人権教育課）

（措置の内容）

１ 教育総務課

平成１６年度から、新たに償還が開始する者全員に対して事前に

電話連絡を行い、期限内納付の厳守を指導するとともに、平成１７

年度からは、奨学生の新規採用決定通知に際し、学校長を通じて

、奨学生に奨学金制度の趣旨や社会人になってからの奨学金返還

の責務等を指導し、適期収入と未収金の発生防止に努めている。

また、滞納繰越分の整理については、平成１６年４月から、督促

・返還指導等を業務とする「奨学生指導員」（非常勤嘱託職員）

を配置し、未納者本人や連帯保証人等に対して電話や訪問による

返還指導を行い、早期収入に努めた結果、平成１６年度への滞納繰

越額５，６９５，０００円については、平成１７年９月１３日現在３，６０３，０００

円に減少しており、今後とも返還指導を徹底し、滞納繰越額の縮

減に努めたい。

２ 人権教育課

関係市町及び関係団体と密接な連携のもと期限内納入の厳守に

ついて指導するとともに、新たに償還が開始する者及び免除期間

等が満了し償還が開始される者に対して、「返還のしおり」を配

布するなど奨学金制度の趣旨や奨学金返還の責務等について周知

を図り、適期収入と未収金の発生防止に努めている。

また、滞納繰越分の整理については、市町及び関係団体と情報

交換を行いながら返還指導を実施した結果、平成１６年度への滞納

繰越額６９，６７２，４６５円については、平成１７年９月１３日現在６６，７３４，３

８３円に減少しており、今後とも返還指導を徹底し、滞納繰越額の

縮減に努めたい。
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 宇 和 高 等 学 校 平成１７年５月１８日

（監査の結果）

授業料については、収入未済額があるので早期収入に努力が望ま

れる。

（措置の内容）

授業料の収入未済額については、保護者との面談等により納入を

促し、平成１７年３月３０日に完納した。

今後は、さらに保護者との連絡を密にし、適期収入に努めたい。

平成１７年１１月２９日 印刷
平成１７年１１月２９日 発行
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